
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。税理士の北岡修一です。 

暑い夏ですね（当たり前ですが）。四国の方でダム

が干上がってしまったとか．．．ちょっと心配です。 

それでは、今月も張り切っていきましょう！ 

■ＬＬＰ８月１日誕生！ 

ＬＬＰ（Limited Liabiｌity Partnership）＝有限責任事

業組合という組織形態が、８月１日から誕生しました。

組合というと何となく古めかしい感じですが、パート

ナーシップというと、ちょっといい雰囲気になってきま

すね。ＬＬＰというと、さらに最先端の事業組織という

感じがします。これはちょっと、かなり活用されてくる

かも知れませんよ。是非、皆様もこのＬＬＰの特徴を

押さえて活用していただきたいと思います。 

ＬＬＰは、今まで日本にはなかった、まったく新しい

事業組織の形態です。何が新しいかというと、その

特徴は次の３つです。 

① 有限責任 

② 組合的自治による運営 

③ 構成員課税 

有限責任というのは、株式会社と同じように、出

資した金額だけ責任を持てばよい、ということ

です。従来の協同組合などは無限責任だったのでリ

スクがあり、事業の範囲が限定されがちでした。でも、

ＬＬＰは有限責任になりましたから、かなりの規模の

事業もＬＬＰで行なうことが可能になってきた、という

ことですね。 

②の組合的自治というのは、組合の運営方法が

法令によって定められるのではなく、組合員の合意

で決められるということです。特に、利益配分など

は、出資比率に基づかないで、自由に決める

ことができます。したがって、能力や技術のある

個人が、企業の出資を受けてＬＬＰを作り、多くの分

配を受けることなども可能になってきます。 

そして、最後の構成員課税、これが目玉です。パ

ススルー課税とも言われています。これは、ＬＬＰに

対しては、法人税などはかからず、各構成員（組合

員）への配分損益に対して、構成員に課税さ

れることになります。したがって、ＬＬＰが赤字を出し

た場合には、その構成員の法人税や所得税の計算

上、損益通算して税額が減ることになります。法人で

課税されて、配当する時にまた課税される、いわゆ

る二重課税がなくなる、ということでもあります。 

これは大きいですね。事業を開始する当初は、赤

字になることが多いですから、その分を本体の税金

から引くことができれば、新規事業に参入しやすくな

るでしょうから。 

ＬＬＰができた背景には、事業で重要なのは、モノ
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（不動産や機械設備など）ではなく人である、という

認識に変わってきていることがあります。いかに、能

力をある人を活かすことができるか、そういう方に気

持ちよく働いてもらえるか、ということが大事になって

きているのではないでしょうか。有能な研究者やクリ

エイターが企業とタイアップしやすくなります。また、

企業もこの事業に対しては、いくら投資する、という

のが明確になりますから、新規事業がやりやすくな

ると思います。ただ、注意するのは、出資者の方で

税務上損金に落とせるのは、出資した金額ま

で、ということです。出資プラス借入金で事業を大き

くして、損をたくさん出しても、出資した金額までしか、

損金に落とせないということです。ただ、法人の場合

は繰り越していくことはできますけどね。 

ということでＬＬＰ、御社の事業ではどういうことで

使えそうですか？せっかくできた法律ですから、何か

使って効果のあることはないか、是非知恵を絞って

考えてみてください。今、会社法セミナーの準備でい

ろいろ研究していますので、ご相談があれば是非、

お気軽にどうぞ！ また、９／１に私がやる「新・会

社法のセミナー」まだ、若干の余裕がありますの

で、よろしかったお申し込みください。 

 

■お金の持ち方を見直す 

唐突ですが、自分のお金を今、どのような考え方、

基準で管理・運用していますか．．．？あまり考えて

いないという方が多いと思います。まさか、すべて普

通預金で、ということはないですよね？これだけの低

金利、ペイオフも解禁され、また様々な投資対象が

ある中、普通預金・銀行預金がすべてということでは、

あまりにも時代にマッチしていないと思います。ここ

数年で、お金の持ち方については、ずい分バリエー

ションが出てきたように感じています。預金の安全神

話・・・（預金だけが安全、他のものは全て危険）も崩

れてきています。預金にこだわらず、様々なお金の

持ち方を考えてみる必要があるのではないでしょう

か。 

そこでまずは、預金の預入れ水準の見直しを

行なってみてください。どの位預金で持っておくべき

か、ということです。そもそも、預金の本来の役割は、

各人・各家庭にとって必要な流動性資金を確保して

おく、ということです。そのためには、元利払いが確

実なものであること、いつでも引き出せること、が重

要なのは言うまでもありません。 

では、その必要な資金というのは、どの位あれば

よいのでしょうか？そのためには、流動性資金の使

途を考えてみる必要があります。この使途には大き

く分けて次の３つがあると思います。 

① 生活費やローン返済など毎月出費するもの 

② いざという時のための①資金 

③ 近い将来臨時出費が予定されているもの 

毎月の固定出費は、まず預金にしておかないとい

けないですね。それと、いざという時の資金。このい

ざという時とは、怪我や病気で長期間療養して収入

がなくなる場合、それと事業がうまくいかなくなったり、

失業したりして収入がなくなる場合です。これらの場

合でも①の固定出費はかかりますから、この分は流

動性資金においておく必要があります。 

目安としては、①②で、固定支出の６ヶ月分位は

欲しいですね。６ヶ月あればほぼ療養も終わるでしょ

うし、次の仕事も見つけることができるのではないで

しょうか。もちろん、医療保険や雇用保険でカバーさ

れる部分もあると思います。 

そして③の近い将来とは、大体５年位先までに予

想される臨時的な資金です。子供の入学資金やリフ

ォーム、車の買換えなどを近い将来にやる予定であ

れば、その資金は確保しておく必要があるでしょう。 
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これら３つの資金がいくらかを、まずは計算してみ

てください。その上で、それを上回る預金があれば、

それは「過剰流動性」ということになります。 

たとえば、毎月の固定出費が５０万円であれば、

この６ヶ月分で３００万円、５年内の臨時出費が４００

万円見込まれれば、合計７００万円が預金としてお

いておくべき流動性資金、ということになります。もし

この時に1,500万円の預金があれば、８００万円は過

剰流動性として預金に眠っているわけです。 

この８００万円を預金に置いておくのは、正直もっ

たいないし、預金はそういう資金を置いておく性格の

ものではないのです。では、何に運用するか？これ

はもう人それぞれですね。好き嫌いもあると思います。

株式、債券、投資信託、リート、外債、金、不動産そ

して事業資金、などなどです。 

ただ、ローンがある場合は、繰上げ返済は考えて

も良いかも知れません。ただ、ローンの金利が低い

のであればそのままにして、運用で利益を上げてい

たほうが良いのでは、と私は思います。特にローン

控除による所得税の還付を受けている方は、控除が

1％ありますからね。1％低い金利で借りているのと

同じです。 

必要な流動性資金を計算し、そこから過剰流動性

を把握すること。この作業が、皆様の将来設計にお

いてとても大事なことだと思います。そして、この過

剰流動性の運用、これは楽しみも半分まじえてやら

れるといいですね。その辺のアドバイス、お手伝いな

ども当社で最近始めております。（当社のお奨めは

長期世界分散投資・・・別紙にて） 

ところで、「計算したら過剰流動性が、マイナスに

なってしまった．．．」という方、是非、次の話を参考

にしてください。 

 

■本多式１／４貯金法 

本多静六さんという方は、伝説の億万長者と言わ

れている方で、独自の蓄財投資法と生活哲学を実

践して、莫大な財産を築き上げました。その蓄財法

が書かれている本が新装版で復活

したのが次の本です。 

 

 

 

 

 

 

この本で書かれていることは、非常に当たり前の

ことです。特に新しい知識があるわけではありませ

ん。ただ、なかなかできることではないし、そもそもや

ろうと思わない方も多いでしょう。 

本多氏の言う蓄財法とは、次のように単純です。 

「あらゆる通常収入は、それが入ったとき天引

き四分の一を貯金してしまう。さらに臨時収入は

全部貯金して、通常収入増加の基に繰り込む。」 

貯金の問題は、要するに方法の如何ではなく、実

行の如何であると説いています。ほんの１回、最初

の出発において、四分の一の生活の切り下げを断

行すればよい、ということです。これを２５歳から徹底

してやり、さらに貯めたお金で鉄道株や優良な山林

などを購入したため、もの凄い財産を築くことになり

ました。しかも、大学教授の給料が基ですから、誰で

もこれをやれば財産を築くことは可能なのです。 

皆さん、いかがですか？「分かるけど．．．」という

感じかも知れませんね。でも、将来に備えそれなりの

財産を築いていこうと思ったら、最も効果的なのは、

この「天引き」です。収入があった時に容赦なく

一定額を引いてしまう、これをやらない限りお金はな

「私の財産告白」 

著者：本多 静六 

出版社：実業之日本社 

価格： 1,000 円（+税） 

初版： 2005/7/20 

（原版：1950/11） 



 Page4経営支援ニュースレター  第４５号

かなか貯まるものではありません。私なんかもあれ

ば安心して使ってしまう方なので、天引きは必須アイ

テムです。私の場合は、25％もとてもいきませんが、

10％位は自動引落で、先ほどの長期世界分散投資

にお金を振り向けています。３年位続けてきましたの

で、それなりの額になってきました。もっと早くからや

ればとかったと思っているくらいです。「お金が余った

ら、余裕資金から積み立てしよう」なんて考えていた

ら、絶対お金は貯まらないと思います。まあ、人によ

ってはそれでもできるのでしょうが。私はだめですね。

話は脱線しましたが、本多静六的な生き方は、参考

にはなると思います。１／４を貯めるのにどんな生活

をしたのか、貯めたお金のさらなる増やし方は、そし

て最後にその莫大なお金はどう使ったのか、興味の

ある方は是非読んでみてください。 

最後に、これは何かで読んだのですが、収入の 

１０％は必ず貯蓄に回すこと、というのがありました。

１／４は無理でも、１０％ならできると思います。やっ

ていない方は、「最低 10％の天引き積立て」こ

れだけはやった方がいいですよ！ 

 

■オーナー企業の出口は４つだけ 

９／１４に、別紙のとおり「中小企業のＭ＆Ａセミナ

ー」をやります。その前宣伝を少しお話します。 

実は、オーナー企業の出口戦略というのは４つし

かないんですね。その４つとは次のものです。 

① 事業承継 

② 上場 

③ 廃業 

④ Ｍ＆Ａ 

オーナー社長の多くが望むのは、やはり事業承継

でしょうね。息子や娘あるいは娘婿が事業を継いでく

れるのが一番いいですよね。しかも、彼らがそれなり

の能力を持っていて、自分達とはまた違った観点で

会社を伸ばしてくれる。そんな事業承継ができれば

ベストです。ただ、後継者がいないとか、いても継ぐ

意思がない、能力がない、となるととたんに困ってし

まいます。社員の中の優秀な者に継がせればいい、

という意見もあるでしょうが、この時にネックになるの

が株式の買取りの問題です。利益を上げいい会社

になっていれば、非上場の場合は株価がもの凄く高

くなる可能性があります。社員としてやってきたので

あれば、それ程多くのお金を持っていることはないで

しょうから、買取りは容易ではありません。また、上

場するのは、１つの解決策になりますが、これとて簡

単にできるものではありません。後継者もいない、株

を買い取れる社員、経営をできる社員もいない、上

場もできない、となると、会社は自分の代でやめるし

かないか、というのが今までの多くのパターンでした。

ところが、最近ではもう１つの選択肢であるＭ＆Ａと

いうのが、かなり浸透してきました。今年は、ホリエモ

ンがＭ＆Ａを世の中に広めてくれましたが、中小企

業のＭ＆Ａに特化して、もう１０数年も前からそのお

手伝いをしている会社があります。それが、今回講

師をやっていただける「日本Ｍ＆Ａセンター」です。当

社の顧問先他にも役に立つこともあるだろうと思い、

数ヶ月前から同社と提携し「東京メトロポリタンＭ＆Ａ

センター」というものを作りました。今回はその報告も

兼ねてセミナーを行ないます。是非、売りでも買いで

も興味のある方は、ご参加ください。 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 

 ●ご意見、ご感想、ご質問は、下記まで。 
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